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図１：　一団地認定区域

 ここ数回の理事会議事録で、頻繁に「一団地認定」の文字を使って報告しておりますが、
何のことなのか解りづらいとの声が聞こえてきましたので、最近起こった「一団地認定」
であるが故の問題を、可能な限り解り易くお伝えしたいと思います。 これを機に、この問
題の対処にあたる理事会の活動にご理解とご支援をお願いするものです。

　志木ニュータウンは開発に先がけて、建
築基準法に定める「一団地認定」区域とし
ての開発認可を受け、その一団地内全体の
設計に従って建物・設備の建築が進められ
てきました。　その「一団地認定」の区域
内には、駅前の鹿島ビル・ペアーモール商
店街、志木市の建物として柳瀬川図書館・
館保育園・体育館等、県営の志木柳瀬川団
地、そして旧日本水産社宅（リバーサイド
志木）も含まれる約25ヘクタール(ha)の広
大な開発面積で、開発開始当時としては民
間最大級の団地開発として話題になったこ
とは、みな様ご承知の通りです。
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保存されていないため、認定内容の詳細は不明。　上
図に示す認定区域は概略である。）
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■一団地認定とは
　建築面積が10㎡を超える建物を建てる場
合は、建築基準法に従って、市又は県の審
査担当部門へ建築確認申請をしますが、同
法では一敷地一棟に建物を建てる原則で、
諸々のルールが定められています。　例え
ば、接道義務（敷地は、2m以上公道と接し
てなければならない。）等が義務付けられ
ています。　ところが、25haを超える敷地
の志木ニュータウンは、一定以上の規模の
良質な住環境を確保するための開発である
ことから、建築基準法の特例である「一団
地認定」を受けました。
　一団地認定区域内における法規定（敷地
の接道、容積率、建ぺい率等）の適用に当
っては、認定区域内の複数建築物の敷地が
「一つの敷地」と見なされます。　接道義
務を例に採ると、中弐の２号棟と４号棟が
公道に接していないことで分ります。　又、
容積率や建ぺい率は、認定区域全体の面積
に対する全建築物の建築面積や容積の合計
値での比率で、基準を満たしていればよい
ことになります。

　因みに、次ページの表１と図２は、開発
時の志木ニュータウンの地区別の容積率や
建ぺい率を表したものです。　表の合計欄
の通り、「一団地認定」の合計敷地面積に
対しての建ぺい率は、基準の60％以下に対
し25.13%、容積率は、基準200％以下に対
し129.95%で、私達の住む志木ニュータウン
は、敷地も空間も余裕たっぷりに建てられ
ています。　しかし、表のＫ住区（駅前広
場）は、容積率が324.93%で、基準の200％
を大幅に超えています。　このＫ住区に一
般の一敷地一棟の原則が適用されれば、鹿
島駅前ビルは違法建築となるはずですが、
「一団地認定」区域内においては、区域全
面積に対する全建築物の容積（建ぺい率は
建築面積）の比率が適用されます。
　この様に容積率や建ぺい率を一定の制限
の下に、建物間で融通し合うことが可能と
なり、開発区域の総合的なデザインがやり
易く、駅前には大型商業施設を配し、住宅
専用地域とを明確に区分したりするバラン
スのとれた街づくりが可能となります。



表：　一団地敷地内総括表　                               *第１種中高層住宅専用地域：　建ぺい率 60%、容積率 200%

図２：　住区区分と住戸記号
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30.16
東の森弐番街、東の森参番館（医療棟）
ペアクレセント、ぺあもーる
志木市柳瀬川出張所・図書館・館保育園

37,872 南の森壱番街
南の森弐番街、幸福の森幼稚園
中央の森弐番街
中央の森参番街

30,386
29,942
30,141

テニスコート（鹿島建設所有地、NAS管理）

東の森壱番街
中央の森壱番街
志木市体育館・ポンプ場、県営住宅
旧日本水産社宅
志木市駐輪場、鹿島駅前ビル

- 2 -

　さて、従来から小規模な増改築の話はあ
りましたが、２月の中旬には、各戸の郵便
受けに「志木市館２丁目プロジェクト」と
の題で、A3サイズの用紙１枚の文書が配ら
れましたので、ご存知の方が多いものと思
いますが、想定外の規模の増改築計画が、
元日本水産の社宅（図２と表中のＪ住区）
を丸ごと１棟買い取った川越市の不動産業
者によって、建物の外部に張り出す形でエ
レベーターを設置する計画をもって、建築
確認申請が進められています。　私達の居
住区の例にある安全な生活に資する防災倉
庫や利便性の向上を目的とした建築案件で
はなく、完全に利潤追求型のビジネスのた
めの増改築案ですので、他街区の管理組合
理事のみなさんとの話し合いの場で、対応
を如何にするかで悩み、苦慮しているとこ
ろです。　この元日本水産社宅の増築によ
る合計建ぺい率（エレベーター設置は、容
積率加算の対象外）への影響は、僅か0.06%
の上昇に過ぎませんが、この種の増改築が
無原則・無制限に行なわれると、私達の住

居区画に於いて将来の建替えの際に使える
はずである余裕の建ぺい率・容積率が、先
細りになってしまう危険性があります。
つまり、「一団地認定」区域内での勝手な
増改築等は、他の地権者の財産権を侵すこ
となのです。　元日本水産の社宅の増築以
外にも、商業施設を建替えるとのうわさ話
もあります。　「一団地認定区域」に於い
ては、建築の大小を問わず他の地権者と話
し合って、住民参加の将来像を見つめた街
づくりの観点で、話し合うべきではないで
しょうか。
　今回の事態を深刻に受け止めた、各街区
の管理組合関係者が、今年に入ってから「一
団地認定に関わる協議会(仮称)」設立の目
的で相談会を３回開きました。　当面は管
理組合間の小規模増改築の際に行う、他の
街区への説明を迅速かつ簡潔に行うべく、
共通のルール（協定書締結）づくりを目指
しています。　協定書の案が出来上がれば、
次回の定期総会に上程し、みな様の判断を
仰ぐ予定ですが、この問題は見えないとこ
ろで私達の財産が侵害されていると認識し
て戴きたいと思います。　これからも理事
会の動きにご注目いただき、ご支援をいた
だければ幸です。  　　　　　　 　以上

注：　住区の境界（　　）は、大凡を示します。

25.13 129.95

出展：　志木ニュータウン開発時の鹿島建設のマスタープラン（M4）による。因って、今日の状況を表すものではない
         が、その後の小規模な増改築を考慮しても値に大きな違いはないものと推定する。

■一団地認定区域内での増改築等が発生し
　た時はどのようになるか
　一団地認定区域の開発完了後の小規模な
増改築（１棟単位の建て替え規模を除く）
は、その建築面積の大小を問わず、建築確
認申請が必要になります。　小規模増改築
の例としては、私達が住む住居地区におい
ては、防災倉庫の設置・駐輪場を移設増設
等が、考えられます。　そして、建築確認
申請の際には、「一団地認定」区域内の全
地権者の同意（同意の署名・捺印）までは、
必要としない法規定になっていますが、地
権者全員に対し、その建築による建ぺい率
・容積率の増減が、全体にどのような影響
を与えるかを含めた建築計画の説明会又は
説明資料の回覧等、しかるべき説明を講じ
たかどうかが問われます。
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